
賃金単価及び報酬単価の報告方法（業務委託契約） 

 

公契約の履行に関わる労働者の賃金単価等（一人親方の場合は報酬単価等）について、下記の

手順に従ってパソコンやスマートフォンにより報告してください。 

 

＜報告手順＞ 

① インターネットから  愛知県 賃金単価 報告  で検索し、「賃金単価及び報酬単価の報告 

– 愛知県」をクリックしてください。 

 

 

② 一人親方以外の事業者は 賃金単価の報告画面を、一人親方の事業者は 報酬単価の報告画面

を開いてください。 

 

 

  

令和７年度以前契約分 



（以下、賃金単価の報告を例に示します。） 

 

③ 県と元請事業者との業務委託契約名が表示されますので、該当する契約名をクリックしてく

ださい。 

 
 

 

 

 

④ 「愛知県 電子申請・届出システム」の画面が開きます。 

 

  

令和〇年度 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇業務 

××××××××××××業務 

△△△△△△△△△△△△業務 

契約ごとに報告画面が異なりますの

で、契約名を必ず確認してください。 



⑤ 「回答を開始する」を押して、「事業者名」、「所属（担当）名」、「担当者氏名」、「連絡先電話

番号」を入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 報告事項に、「従事人数」、「賃金単価の平均額」、「賃金単価の最低額」を入力してください。 

※ 一人親方の事業者は、「請負金額」、「経費の合計額」、「作業日数」、「報酬単価」を入力してください。 

 

   

従事した労働者のうちの最も低い額を入力してください。 

※時間給制の場合は１日あたり８時間として計算 



⑦ 入力が完了したら、「次へ進む」をクリックしてください。 

※ 入力データを一時保存するときは、「回答を一時保存する」をクリックしてください。（スマートフォンを

利用する場合は、一時保存の機能はありませんので、注意してください。） 

 

 

⑧ 確認画面が表示されますので、入力内容を確認し、「送信する」をクリックしてください。 

 

⑨ 申込完了画面が表示されます。これで入力完了です。 

 


